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Ⅱ 職務上請求の具体的な方法

1 請求書の種類

戸籍謄本等や住民票の写し等を取得するための請求書には、次の 4種類が
あり、いずれも所属する弁護士会で購入できる。
⑴　依頼者から委任を受けた代理人として使用する職務上請求書として、
①　 戸籍謄本等職務上請求書…Ａ用紙（若草色）
②　 住民票の写し等職務上請求書…Ｂ用紙（ふじ色）

⑵　依頼者からの委任によるものではないものの、破産管財人、成年後見
人、不在者財産管理人、相続財産管理人等の弁護士としての業務に使用す
るため、本人又は第三者として請求するものとして、
③　 戸籍謄本等請求書…Ｃ用紙（さくら色）
④　 住民票の写し等請求書…Ｄ用紙（レモン色）

2 各請求書の記載方法と取扱い

各請求書の記載方法や取扱いについて説明する。
⑴　 戸籍謄本等職務上請求書…Ａ用紙（若草色）

戸籍謄本等職務上請求書（以下「Ａ用紙」という。）は、戸籍法10条の 2
第 3項から第 5項までの規定に基づき、戸籍、除籍、原戸籍の謄抄本及びそ
れらの事項が記載された証明書を取得する際に使用する職務上請求書であ
る。
主に戸籍関係の調査に使用する。

⑵　 住民票の写し等職務上請求書…Ｂ用紙（ふじ色）

住民票の写し等職務上請求書（以下「Ｂ用紙」という。）は、住民基本台
帳法12条の 3第 2項等に基づき、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸
籍の附票の写し、住民票の除票の写しを取得する際に使用する職務上請求書
である。
主に住所の調査に使用する。
また、Ｂ用紙を使用することにより、住民基本台帳の閲覧を請求すること

も可能である。
なお、住民票の写しとは、住民票に記載されている事項（氏名、住所、生

年月日、性別等）の写しのことである。「写し」と表現されるが、単なるコ
ピーではなくて、市区町村が住民票の内容を証明する書面として発行するも
のであり、裁判上の取扱いは原本となる。

⑶　 戸籍謄本等請求書…Ｃ用紙（さくら色）

戸籍謄本等請求書（以下「Ｃ用紙」という。）は、戸籍法10条 1 項（本人
による請求）又は10条の 2第 1項（第三者としての請求）に基づき、戸籍、
除籍、原戸籍の謄抄本及びそれらの事項が記載された証明書を取得する際に
使用する請求書である。
上記 1⑵で述べたとおり、Ｃ用紙は、破産管財人、成年後見人、不在者財

産管理人、相続財産管理人等の弁護士としての業務に使用するために請求す
る際の用紙であるから、依頼者の委任により戸籍等を取得する際には、Ａ用
紙を使用する必要がある。

⑷　 住民票の写し等請求書…Ｄ用紙（レモン色）

住民票の写し等請求書（以下「Ｄ用紙」という。）は、住民基本台帳法12
条 1 項（本人請求）、12条の 3第 1項（第三者請求）、20条 1 項（本人請求）、同
条 3項（第三者請求）に基づき、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍
の附票の写し、住民票の除票の写しを取得するために使用する請求書である。
Ｃ用紙と同様、破産管財人等の弁護士としての業務に使用するために請求

する際の用紙である。
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様式第 1号 〔日本弁護士連合会統一用紙〕

戸籍謄本等職務上請求書（戸籍法10条の2第3項から第5項までの規定による請求）

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　長　　殿　

請求の種別 戸籍 ・ 除籍 ・ 原戸籍 謄本 ・ 抄本 通

本　籍

筆頭者の氏名

請求に係る者の
氏名

氏名（フリガナ）

生年月日　　ＭＴＳＨＲ　　　　年　　　月　　　日

利用目的の種別（注 1）請求に際し明らかにしなければならない事項
1  　裁判手続又は裁判外に
おける民事上若しくは行
政上の紛争処理手続の代
理業務に必要な場合（法
1 0条の 2第 4項）

事件の種類、代理手続の種類及び戸籍の記載事項の利用目的

2  　刑事弁護人等として請
求する場合（法 1 0条の
2第 5項） （注 2）

業務の別及び戸籍の記載事項の利用目的

3  　上記 1及び 2以外の場
合で受任事件又は事務に
関する業務を遂行するた
めに必要な場合（法 1 0
条の 2第 3項）

業務の種類：

依頼者の氏名又は名称：
依頼者について該当する事由　 　法10条の 2第 1項　：□ 1号　 □ 2号　 □ 3号
上記に該当する具体的事由：

請求者 （注 3）

事務所所在場所

事務所名

氏　名

登録・電話番号

弁護士会所属

弁護士 職印

登録番号　第　　　　　　　号　　電話番号
使者（弁護士又は事務職員限定）
住　所 （注 4）

氏　名
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　印

［本用紙の使用方法に関するお問い合わせは　日本弁護士連合会事務局　 電話（03）3580―9841（代）］
（注1）該当する番号に○を付す。
（注2）「刑事弁護人等」とは、刑事弁護人、少年保護事件の付添人、医療観察法3条に規定する処遇事件の付添人、人身保

護法１４条2項により選任された代理人、民事訴訟法３５条1項の特別代理人、その他法１０条の2第 5項に記載さ
れているものをいう。

（注3）弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が請求する場合は、事務所所在場所及び法人の名称、代表者（弁
護士社員に限る。）の氏名及び届出番号を記載する。この場合、「登録番号」を二重線で削除し、「届出番号」を記載す
る。なお、法１０条の2第4項1号かっこ書参照

（注4）使者が事務職員であり事務職員身分証明書を有しない場合は、使者の自宅住所を記載する。事務職員身分証明書を有
する場合は、事務所所在場所を記載する。使者が弁護士である場合は、請求者と同じ法律事務所所属であることを身
分証明書等で示し、事務所所在場所を記載する。

（ご注意）　 本請求書は、個人情報保護の重要性に鑑み、慎重に取り扱い、購入された会員以外ご使
用にならないようお願い致します。

No.A－ 0 1

捨印Ａ用紙

××区（市）
×

×× ×

××××

×××××

03―××××―××××

×

××

1
東京都××区××町1－1－1

相続に係る不動産仮差押命令申立のための
相続人所在調査のため

甲山 太郎

第一東京
東京都千代田区＊＊＊＊
○○法律事務所

△△△△

○ ○ ○ ○

　↑
※①捨印を
　　押して
　　おく。

※②相続調査の
　　ケースでは、
　　すべてに必要となることが多い。

※③フリガナは
　　不明であれば
　　　記載不要。

※④郵送で申請する場合は、原則として
　　記載不要。

※⑤各用紙にはシリアル
　　番号がふられている。

様式第 2号 〔日本弁護士連合会統一用紙〕
住民票の写し等職務上請求書（住民基本台帳法1 2条の3第2項等による申出）

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　長　　殿　

請求の種別 住民票の写し・住民票記載事項証明書・戸籍の附票の写し・除票の写し 通

住民基本台帳の閲覧

住所・本籍 （注 1）

世帯主・筆頭者の
氏名 （注 1）

法 1 2 条の 3第 7項に
よる基礎証明事項以外
の事項 （注 2）

□ 世帯主についてその旨　　□ 世帯主の氏名及び世帯主との続柄　　□ 本籍又は国籍・地域
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

請求に係る者の
氏名 （注 3）

氏名（フリガナ）

生年月日　　ＭＴＳＨＲ　西暦　　　　　　年　　　月　　　日

利用目的
（依頼者について該当
するものにチェック）

□  自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要が
ある者

□  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
□  その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

利用目的の内容
（注 4）

業務の種類
依頼者の氏名又は
名称 （注5）

請求者 （注 6）

事務所所在場所
事務所名
氏　名
登録・電話番号

弁護士会所属

弁護士 職印
登録番号　第　　　　　　　号　　電話番号

使者（弁護士又は事務職員限定）
住 所 （注 7）
氏 名

住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　印

［本用紙の使用方法に関するお問い合わせは　日本弁護士連合会事務局　 電話（03）3580―9841（代）］
（注1）戸籍の附票を請求する場合は本籍及び筆頭者名を各々記載する。
（注2）基礎証明事項とは、法7条 1号から3号まで及び6号から8号までに定める事項（氏名、生年月日、性別、住民とな

った年月日、住所、届出年月日、従前の住所、外国人住民となった年月日等）をいい、これ以外の住民票の記載事項
が記載された写し等を求める場合はその求める事項を記載する。

（注3）請求に係る者の氏名は、外国人住民にあっては通称を含む。
（注4）基礎証明事項以外の事項の記載を求めるときは、利用目的等をより詳細に記載する。
（注5）依頼者の氏名等は、その受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しく

は行政上の紛争処理手続についての代理業務である場合は記載する必要はない。
（注6）弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が請求する場合は、事務所所在場所及び法人の名称、代表者（弁護

士社員に限る。）の氏名及び届出番号を記載する。この場合、「登録番号」を二重線で削除し、「届出番号」を記載する。
（注7）使者が事務職員であり事務職員身分証明書を有しない場合は、使者の自宅住所を記載する。事務職員身分証明書を有

する場合は、事務所所在場所を記載する。使者が弁護士である場合は、請求者と同じ法律事務所所属であることを身
分証明書等で示し、事務所所在場所を記載する。

（ご注意）　 本請求書は、個人情報保護の重要性に鑑み、慎重に取り扱い、購入された会員以外ご使用にならな
いようお願い致します。

No.Ｂ－0 1

捨印Ｂ用紙

××区（市） ×

×× ×

××××

×××××

03―××××―××××

×

××

1

東京都××区××町1－1－1

相続に係る不動産仮差押命令申立のための
相続人所在調査のため

甲山 太郎

世帯全員、全部事項

訴訟手続の代理業務

第一東京
東京都千代田区＊＊＊＊
○○法律事務所
△△△△

※②住民票の請求等
　　では住所地を、
　　戸籍の附票の請
　　　　　求では本
　　　　　籍地を記
　　　　　載する。

※④世帯全員の記載が
　　必要な場合。

※⑥郵送で申請する場合は、原則として記載不要。

※⑤訴訟や調停手続を受任している場合は、記載不要。

※③住民票の請求では、空欄でOK。

　↑
※①捨印を
　　押して
　　おく。
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経験談⑤　職務上請求等の不正利用による懲戒事例

弁護士は、法律上認められた目的の範囲を超えて職務上請求等を行う

と、弁護士会から懲戒を受けるおそれがあります。そこで、どのような場

合に職務上請求等が不正利用とされるのかについて、過去の懲戒事例を先

輩弁護士からお聞きしました。

1　職務上請求等で取得した情報を依頼者等に開示したことによる懲戒事

例

具体的な懲戒事例としては、職務上請求等で取得した資料を依頼者に交

付した事例（戒告）が多いですが、「プライバシー侵害行為に及ぶ具体的

な予見可能性があり、同年 5月頃Aらとの打合せの際に、懲戒請求者のプ

ライバシーに対しより慎重な配慮が求められていた」という状況において

は、（資料自体は交付していないものの）資料の記載内容を依頼者に開示

したことにより懲戒とされた事例（戒告）もあります。

2　不正な目的で職務上請求等を行ったことによる懲戒事例

不正な目的で職務上請求等を行い、懲戒処分を受ける事例も少なくあり

ません。

具体的な懲戒事例としては、番組制作の資料とすることを知りながらテ

レビ番組関係者から調査の依頼を受けて職務上請求等を行った事例（業務

停止 4か月）、研究資料として使用することを知りながら研究者から文豪

の関係者の戸籍の調査の依頼を受けて職務上請求を行った事例（戒告）な

どがあります。調査自体を目的とする場合以外にも、損害賠償請求事件の

法律相談を受けたが、具体的な代理業務を受けていない段階で、「相続関

係調査のため」という虚偽の目的を利用目的欄に記載して職務上請求等を

行った事例（戒告）があります。
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